
平成 28 年度 監察 基本 計画  

 
１． 監察 の目 的  

監察 業務 は、 所管 行政 の改 善・ 向上 、事 務の 合理 的運 営、 官紀 の保

持、 優良 な団 体・ 職員 の推 賞及 び不 正行 為の 防止 を目 的と して 行う も

のと し、 平成 28 年度 にお いて は、 以下 の観 点に 立っ た定 期監 察及 び

特別 監察 を実 施す るも のと する 。  
 
(1）定期 監察  

  定期 監察 は、 上述 の目 的 か らみ た共 通的 な重 要課 題に つい て実 施す

るも のと し、 平 成 28 年度に おい ては 、以 下の 観点 から の 監 察を 実施

する 。  
1 )  職 場 の健 康 づくりに関 する取 組  

国土 交通 省は 、国 土の 総合 的か つ体 系的 な利 用、 開発 及び 保全 、そ

のた めの 社会 資本 の整 合 的 な整 備、 交通 政策 の推 進、 観光 立国 の実 現

に向 けた 施策 の推 進、 気象 業務 の健 全な 発達 並び に 海 上の 安全 及び 治

安の 確保 を図 るこ とを 任務 とし てい る 。 その ため 、道 路・ 河川 ・港 湾

など の社 会資 本の 整備 ・管 理、 防災 官庁 とし ての 安全 ・安 心 な 地域 づ

くり 、豊 かで 活力 ある まち づく りや 観光 交流 の拡 大、 陸・ 海・ 空に わ

たる 物流 ・人 流の 確保 、こ れら に関 する 産業 や事 業者 の振 興等 の多 岐

にわ たっ てい る行 政を 担っ てい る。  
この 使命 をま っと う し てい くた めに は、 本省 及び 各地 方支 分部 局等

を通 じ、 各機 関の 十分 な連 帯の 下 で 、一 人ひ とり の職 員が 健全 な誇 り

や自 信、 やり がい を感 じ つ つ、 チー ムと して 最大 限に 力を 発揮 する と

とも に、 国民 から 信頼 され る行 政 組 織の あり 方を 実現 する こと が 重 要

であ る。  
その ため には 、「 明る く元 気で 健全 な職 場づ くり 」と 「ル ール の遵

守」 を車 の両 輪と した 職場 づく り が 重要 であ るこ とか ら、 この よう な

職場 の健 康づ くり に関 する 各機 関 の 取組 状況 につ いて 、監 察を 実施 す

る。  
  2 )  災 害 応 急 対 策 の実 施 体 制 に関 する取 組  

国土 交通 省で は、 災害 発生 時の 対応 に関 し、 災害 対策 基本 法 に 基づ

き、 防災 に関 して とる べき 措置 及び 地域 防災 計画 の作 成の 基準 とな る

べき 事項 を定 めた 「国 土交 通省 防災 業務 計画 」を 作成 し、 様々 な災 害

に対 する 予防 、応 急対 策、 復旧 ・復 興の それ ぞれ の段 階に おけ る諸 施

策を 具体 的に 定め 実施 して いる 。  
地方 支分 部局 等に おい て も 、国 土交 通省 防災 業務 計画 等に 基づ き、

その 所掌 事務 に関 する 防災 業務 計画 等を 作成 する とと もに 、 常 日頃 か

ら、 災害 への 対応 体制 等、 必要 な 措 置を 講じ てい る。  
特に 、平 成 20 年 4 月には 「緊 急災 害対 策派 遣隊 （ TEC-FORCE）」

が創 設さ れ、 大規 模自 然災 害が 発生 し、 又は 発生 する おそ れが ある 場

合に おい て、 被災 地方 公共 団体 等に 対し て円 滑か つ迅 速に 災害 対応 の



支援 を実 施し てお り、今日（ 平 成 27 年 10 月末現 在 ）ま で 、東 日本 大

震災 をは じめ 58 の災 害に 対し 、の べ 4 万 人 ･日を 超 える 派遣 隊員 によ

る被 災地 支援 を実 施し てき てい る な ど、 地方 支分 部局 等に 期待 され る

役割 はま すま す大 きく なっ てき てい る。  
以上 を踏 まえ、各 地方 支分 部局 等に おけ る災 害 へ の対 応に 関し、備

蓄等 の準 備及 び緊 急対 応 時 の後 方支 援 体 制な どの 職場 環境 の整 備に 関

する 取組 並び に職 員の 健康 安全 管理 など の執 行体 制に 関す る 取 組等 、

災害 応急 対策 の実 施体 制に 関す る取 組 状 況に つい て、監察 を 実 施す る。 
 

(2) 特別 監察  

  特別 監察 は、 国土 交通 省の 所管 行政 に関 する 事務 につ いて の合 理的

運営 の改 善方 策に 重点 を置 き、 本計 画に 従い 、又 は、 大臣 の指 示に 基

づき 、状 況に 応じ て機 動的 に実 施す るも のと する 。  
その よう な観 点か ら 、 入札 契約 事務 その 他の 業務 の適 正な 執行 等を

確保 する ため 、必 要に 応じ 、特 別監 察を 実施 する 。  
 
 
２． 監察 事項 、対 象機 関及 び実 施期 間  

 
(1) 監察 事項  

 1) 定期監 察  

     ○  職 場の 健康 づく りに 関す る取 組  
○  災害 応急 対策 の実 施体 制 に 関す る取 組  

 2) 特別監 察  

○  入 札 契 約 事 務 そ の 他 の 業 務 の 適 正 な 執 行 等 を 確 保 す る た め に

必要 な事 項  
 

(2) 対象 機関  

  1) 定期監 察  

    東北 、関 東、 中部 及び 中国 の各 地方 整備 局  
    北海 道、 東北 、関 東、 中国 及び 四国 の各 地方 運輸 局  
    国土 地理 院  

内閣 府沖 縄総 合事 務局  
2) 特別 監察  

入 札 契 約 事 務 そ の 他 の 業 務 の 適 正 な 執 行 等 を 確 保 す る た め に

特別 監察 を実 施す る 必 要 の ある 機関  
 

(3) 実施 期間  

1) 定期 監察  

第 1～ 3 四半 期  
  2) 特別監 察  

年度 内に おい て随 時実 施  



 
 
３． その 他  

    監察 の実 施上 必要 が生 じた 場合 には 、実 施計 画に おい て対 象機 関を

追加 する など の変 更を 適宜 行う もの とす る。 また 、本 基本 計画 策定 後

に所 管行 政の 改善 ・向 上、 公正 な業 務執 行の 確保 の観 点か ら監 察の 必

要を 生じ たと きは 、監 察事 項及 び対 象機 関を 追加 して 行う もの とす る。 
    「高 知県 内に おけ る入 札談 合事 案に 関す る調 査報 告書 」（ 平成 25 年

3 月）を踏 ま えた 再発 防止 策の 実 効 性の 検証 その 他 の 入札 契約 事務 の

適 正な 執 行 に係 る 特 別監 察 を 行っ た 場 合は 、 公 正入 札 調 査会 議 に 結 果

を報 告し た上 で公 表す るも のと する 。  
     

以上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


